
川崎臨海部道路等に関する企業・行政懇談会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 川崎臨海部における産業基盤の強化及び活性化を目指し、物流などの経済活動

を支える道路等の安全かつ円滑な機能を確保するため、川崎臨海部道路等に関する企

業・行政懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 懇談会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）川崎臨海部における道路等に関する情報・意見交換 

（２）川崎臨海部における現況道路等の諸問題に関する意見交換 

（３）川崎臨海部企業及び本市とのその他の情報交換に関すること。 

（組 織) 

第３条 懇談会は、座長、副座長及び会員をもって組織する。 

２ 座長には建設緑政局総務部長を、副座長には特定非営利活動法人 産業・環境創造

リエゾンセンター専務理事をもって充てる。 

３ 会員は別表のとおりとする。 

（会議の開催) 

第４条 懇談会は、座長が必要と認めるときに、座長が招集する。 

（関係者の出席） 

第５条 懇談会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見ま

たは説明を聴くことができる。 

(庶 務) 

第６条 懇談会の庶務は、建設緑政局総務部企画課において処理する。 

(委 任) 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し、必要な事項は座長が定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年 ４月２２日から施行する。 

 



附 則 

この要綱は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年 ５月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年１１月１６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年 ２月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年 ９月 ３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 元年１１月１９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ３年 ９月１４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ４年 ８月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ５年１２月１４日から施行する。 

 



別表 

役  職 名    称 

座 長 川崎市建設緑政局総務部長 

副座長 産業・環境創造リエゾンセンター専務理事 

会 員 旭化成株式会社 

 味の素株式会社 

 株式会社クレハ環境 

 ＥＮＥＯＳ株式会社 

 Ｊ＆Ｔ環境株式会社 

 ＪＦＥアーバンリサイクル株式会社 

 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 

 ＪＦＥスチール株式会社 

 ＪＦＥプラリソース株式会社 

 株式会社レゾナック 

 株式会社デイ・シイ 

 東亜建設工業株式会社 

 東亜石油株式会社 

 東京ガス株式会社 

 東京電力エナジーパートナー株式会社 

 東京電力パワーグリッド株式会社 

 株式会社浜銀総合研究所 

 富士電機株式会社 

 綜合警備保障株式会社 



 川崎市建設緑政局広域道路整備室担当課長 

 川崎市建設緑政局緑政部みどりの管理課長 

 川崎市建設緑政局道路河川整備部道路整備課長 

 川崎市建設緑政局道路河川整備部施設維持課長 

 川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課長 

 川崎市建設緑政局道路河川整備部南部都市基盤整備事務所長 

 川崎市上下水道局下水道部下水道計画課長 

 川崎市上下水道局下水道部下水道管路課長 

 川崎市臨海部国際戦略本部事業推進部担当課長 

 川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課担当課長 

 川崎市経済労働局経営支援部経営支援課長 

 川崎市港湾局港湾経営部整備計画課長 

 川崎市港湾局川崎港管理センター港営課長 

 川崎区役所道路公園センター担当課長（管理） 

 川崎区役所道路公園センター担当課長（整備） 

事務局 川崎市建設緑政局総務部企画課長 

 


